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 令和７年遠別町議会第１回定例会の開催にあたり、令和７年度教育行

政に係る基本方針について申し上げます。 

 

 はじめに、人口減少や少子高齢化の進行、情報技術やグローバル化

の進展など、子どもたちが、変化の激しい社会の中で生きていくために

は、時代の変化に対応し情報を見極め、新たな価値に繋げていくこと、

複雑な情報変化の中で、目標を再構築することが出来るようにすること

が求められております。これらの環境変化が進む中、必要な資質・能力、

探求心を育むためには、学校が社会と接点を持ち、多様な人々とつなが

りを保ちながら学ぶ環境となることが望ましく、基礎的・基本的な知

識・技能の習得に加え、課題を解決するために必要な思考力・判断力・

表現力等の育成や学習意欲の向上、一人ひとりの可能性を引き出す教育

が求められています。 

 

子どもたちを取り巻く環境では、コロナ禍を経験し、学校行事等では

従来とは違う実施方法に変化している中で、人間関係の持ち方やルール

を学んでいくといった社会生活の基礎を養う機会が徐々に増えてきてい

ます。 

また、インターネットや通信技術の発展により、教育も生活や社会の

劇的な変化への対応が重要であり、情報技術が教育活動に効果的に活用

されるようになった反面、氾濫する情報から必要な情報を選択できる能

力の育成が求められています。 

 

教育委員会としては、「人を育てる、えんべつの学び」の基本理念の
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もと、学校、家庭、地域や関係機関、団体等と連携を強化し、ふるさと

を愛し、町民が生涯にわたり学習できる町をめざして教育行政を推進し

ていきます。 

 

はじめに、学校教育の推進について申し上げます。 

 

現在の学習指導要領では、生産年齢人口の減少、少子高齢化、情報技

術の進展や技術革新により社会構造、雇用環境は急速に変化しており予

測困難な時代となっています。そのような中、教育課程を通じて、より

よい社会を作るという目標を学校と地域が共有し、多様化が進む中、基

礎的・基本的な知識・技術などを確実に習得させるため、地域との連携

によって学校教育の実現を図ること、「知識及び技能」「思考力、判断力、

表現力等」「学びに向かう力、人間力等」を柱に、子どもたちの育成を

目指す資質能力を明確にすること、また、子どもたちの「学び」そのも

のが、主体的・対話的で深い学びの視点から授業をよりよくしていくこ

となどが示されております。 

 

教育委員会としても、「地域とともにある学校づくり」を目的とした

「学校運営協議会」の機能を十分に生かし、学校運営に地域の声を積極

的に取り入れ、地域と一体になった学校教育を推進していきます。 

 

学力向上の取り組みとして、すでに小学校から外国語教育が始まって

おり、より一層外国語教育の充実を図るため、英語指導助手を活用し、

英語を通した国際理解教育の向上と実践的コミュニケーション能力を養
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うことを目的に、効果的に授業が実施できるよう環境づくりに努めてい

きます。 

子どもたちの特性や学習進度などに応じた、複数教員によるチームテ

ィーチングなど、学力向上を目指した授業改善を積極的に行い、きめ細

やかな学習指導に努め、特別支援教育支援員の配置を継続し、児童生徒

の学力向上に向けた取り組みを進めていきます。 

また、全国学力・学習状況調査結果の活用・分析を進め、学習指導の

改善・充実に向けて、教職員が一丸となった取り組みを支援し、楽しく

学べる環境づくりや、地域の教育資源を有効に活用した学習の継続に努

めるほか、いじめの未然防止の取り組みを充実させるとともに、不登校

等の解消をはじめとして、様々な問題に対応するため、スクールソーシ

ャルワーカーを配置し、児童生徒や保護者の課題解決を目指します。 

 また、補助教材費の助成及び中学校指定運動着、カバンの購入費の助

成も継続いたします。 

 

ＩＣＴ教育については、これまで、１人 1 台端末利用やネットワーク

環境が整備され、デジタル教材の活用やオンライン授業が推進されてき

ましたが、これからは、次の時代へと変化していくことが予想され、

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現のため、新しい技術や学

習方法など、学校ごとに異なる課題やニーズに合わせＩＣＴ機器を有効

活用し、授業を楽しみながら効率的な学習を進めることが重要です。教

職員個々のＩＴスキルの差や端末利用時における授業での活用法など、

未だ様々な課題が残されていることから、ＩＣＴ支援員と協力し、教職

員のスキルアップを含めて支援していきます。 
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感染症対策については、その時々で適切な対応が求められており、持

続的に児童生徒の教育を受ける権利を保障していくため、「学びを止め

ない教育」を着実に実行し、学校運営を継続していく必要があります。 

引き続き、学校行事の在り方やＩＣＴ技術など、情勢と対策を考慮し

学校の運営に努めていきます。また、中学校における部活動地域移行に

ついては、国や北海道の指針のもと、地域人口の減少、部活動指導者等

の人材確保等の問題もあるため、引き続き検討委員会等で検討を進めて

まいります。 

 

働き方改革関連では、遠別町立学校における働き方改革アクションプ

ランに基づき、学校行事や部活動の在り方、学校業務の効率化等、学校

のより一層の働き方改革推進のため、「校務支援システム」を導入して

おり、朝の打合せや日々の諸連絡等を簡略化するとともに、教職員のス

トレスチェックを実施し健康保持に努め、業務改善及び事務の軽減を図

り、円滑な学校経営を目指します。 

 

学校施設については、遠別町教育施設長寿命化計画に基づき、長期的

かつ継続的に維持保全し、定期的に適切な改修等を行っていきますが、

臨時的に必要な修繕については、日常点検を強化し、優先度が高いもの

から修繕を実施し、学びやすい環境を整備いたします。 

遠別中学校校舎改築については、中学校建設基本構想を基にした実施設

計の元、建設工事がスタートし、建設工事が順調に進むよう努めていき

ます。 
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学校給食については、適切な衛生管理により、施設・設備等の保全、

効率的な調理業務、さらにはアレルギー体質児童生徒への対応など、安

心で安全な学校給食の提供に努めていきます。 

また、機器の修繕等についても、適宜進めてまいります。 

 

遠別農業高校の支援については、令和７年度の当初の入学願書受付数

では１７名となっており、昨年と比べ４名の増となりましたが、今後も

教育振興会、高校、行政、教育委員会が一体となった生徒募集活動及び

ＰＲ活動を継続し、入学者数の確保に努めていきます。 

また、遠別農業高校の各種活動の情報発信を積極的に行い、学校の特

色を活かした魅力ある学校づくりを支援いたします。 

 

 

次に、社会教育の推進について申し上げます。 

 

生涯にわたって学び続けることは、豊かで充実した生活を送ることに

つながりますが、町民による主体的な活動を、発掘・支援、生涯の学び

の場を提供することにより、生きがいのある人生を送っていただくこと

は、活気あるまちづくりに必要なことであります。 

高度情報化、国際化、ＩＣＴ技術の進展など社会の急激な変化への対

応や環境問題などの現代的課題に対応するとともに、国内交流などの古

きを重んじ、新しきを得ると言った、先代の苦労を理解し、新しい知識

や技術を楽しみながら学べるよう生涯学習の推進に努めていきます。 
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学習事業については、関係機関・団体との連携により、子どもたちの

健全育成を目的とし、楽しみながら学習体験や自然体験ができるよう効

果的な学習プログラムを提供していきます。 

さらに、高齢者の学びの場として、しらかば学園大学等、高齢者の仲

間づくりの場を提供するとともに、個人や親子が自ら参加し学べる機会

の提供に努めていきます。 

 

社会教育団体が主催するイベント及び事業については、事業の企画、

実施、評価、改善など、事業等が効果的に運営され、現代に合った事業

の実施方法を見つめ直しながら、目的が達成されるよう適切な支援に努

めていきます。 

 

文化の振興については、町民一人ひとりがいきいきと活動できる機会

の充実と、その成果の発表の機会を作り、文化活動を積極的に推進いた

します。また、子どもたちに優れた芸術文化に親しむ機会を提供し、豊

かな心の育成を図るとともに、本町の伝統継承のため、郷土芸能の育

成・保存についても、継続して支援いたします。 

読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊か

にするものであり、生きる力を身につけていく上で欠くことができない

ものであります。その拠点となる図書室の利用拡大を目指し、町民のニ

ーズに対応した蔵書の整備を行い、利用しやすい図書室の運営に努めて

いきます。 

遠別町生涯学習センター「マナピィ・２１」が建設より２７年が経過
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し、老朽化によるエレベーターの取替工事や、多目的ホールの電球が現

在は生産されていないことから、多目的ホール客席照明機器取替工事を

進めてまいります。 

 

スポーツの振興については、心身の健全な発達と健康で豊かな生活を

おくるために、生涯にわたってスポーツに親しむことが大切です。 

そのため「遠別町スポーツ協会」と連携し、各種スポーツ団体の定期

活動の充実を図るほか、子どもたちが様々なスポーツを体験する機会の

提供や、子どもから高齢者までの健康増進や町民の体力向上の拡充に努

め、仲間づくり、スポーツを通した健康増進等を推進します。 

スポーツ施設については、点検等を強化し、安心してスポーツを楽し

むことができるよう適切な管理運営を行います。 

 

以上、教育行政の執行に関する基本方針を申し上げましたが、「人を

育てる、えんべつの学び」を実践するため、町民一人ひとりが生涯にわ

たって学び続けることができるよう努めるとともに、現代社会ではモラ

ルの低下、青少年の凶悪犯罪やいじめ・不登校など、社会と教育は深刻

な危機に直面しており、遠別町の特色を活かした教育活動を推進するこ

とにより、学校と地域が共同で、子どもたちが笑顔で輝ける教育行政を

着実に進めていきますので、町民の皆様並びに議員の皆様のご支援とご

協力を賜りますようお願いし、教育行政執行方針といたします。 

 


